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 令和元年度 所得税の改正のあらまし 

税 務 署 
Ⅰ 令和元年度の主な改正事項･････････････････････････････････････････････････････１ページ 

Ⅱ 平成 30 年度の改正事項のうち、令和元年分の所得税から適用される主なもの････････15 ページ 

○ この改正のあらましにおいて使用する次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示します。 

所法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････所得税法 

所令･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････所得税法施行令 

所規･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････所得税法施行規則 

通則法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････国税通則法 

措法･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････租税特別措置法 

措令･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････租税特別措置法施行令 

措規･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････租税特別措置法施行規則 

実施特例法･････････････････････････租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 

電帳法･･･････････････････････････電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 

電帳規･･･････････････････電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 

震災特例法･･･････････････････････････････････東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 

震災特例令･････････････････････････････東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 

改正法･････････････････････････････････････････････････所得税法等の一部を改正する法律(平成 31 年法律第６号) 

改正所令･･･････････････････････････････････････････所得税法施行令の一部を改正する政令(平成 31 年政令第 95 号) 

改正措令･･･････････････････････････････････租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成 31 年政令第 102 号) 

改正震災令･･････････････････････････････････東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す 

                                                る法律施行令の一部を改正する政令（平成 31 年政令第 106 号） 

改正措規････････････････････････････租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成 31 年財務省令第 14 号) 

改正電帳規････････････････････････････電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例 

                                          に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成 31年財務省令第 21号） 

○ この改正のあらましは、令和元年度税制改正のうち所得税関係の主な改正事項をまとめたもので、令和元年
５月 14日現在の法令に基づいて作成しています。なお、本パンフレットの元号の表記については、新元号（令
和）を使用しています。 

○ 令和元年分とは、平成 31年１月１日から令和元年 12月 31日までの期間に係る年分をいいます。 

○ 国税に関するご相談・ご質問は電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、最寄り
の税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「１」を選択してください。 

○ 国税庁では、税に関する様々な情報をホームページ【www.nta.go.jp】で提供しています。 

 

Ⅰ 令和元年度の主な改正事項 
１ 住宅・土地税制 

⑴ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除（措法 41等） 

① 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、その住宅の取得等をした家屋を

令和元年 10 月１日から令和２年 12 月 31 日までの間にその者の居住の用に供した場合には、次に掲

げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、適用年の 11年目から 13年目までの各年における

控除額として、本税額控除の適用ができることとされました（措法 41⑬～⑰、措令 26㉕～㉗、震災

特例法 13の２③④、震災特例令 15の２①～③）。 

イ 一般の住宅（ロ及びハ以外の住宅）…次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 

(ｲ) 特別特定住宅借入金等の年末残高（4,000 万円を限度）×１％ 

(ﾛ)〔その住宅の取得等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額又は費用の額－その住宅の

取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する

額（以下「消費税額等相当額」といいます。）〕（4,000万円を限度）×２％÷３ 

ロ 認定住宅…次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 

(ｲ) 認定特別特定住宅借入金等の年末残高（5,000万円を限度）×１％ 

(ﾛ)〔その認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額－その認定住宅の新築

等に係る対価の額に含まれる消費税額等相当額〕（5,000万円を限度）×２％÷３ 

ハ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係

る特例の対象となる再建住宅…次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 

http://www.nta.go.jp/
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(ｲ) 再建特別特定住宅借入金等の年末残高（5,000万円を限度）×1.2％ 

(ﾛ)〔その住宅の取得等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額又は費用の額－その住宅の

取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等相当額〕（5,000万円を限度）×２％÷３ 

（注）１ 上記「住宅の取得等」とは、居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのな

いもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等をいいます。なお、

土地等の取得は含まれません。 

２ 上記「特別特定取得」とは、その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額

等相当額が、その住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき「社会保障の安定財源の確保等を図

る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」第３条の規定による改正

後の消費税法第 29 条に規定する税率により課されるべき消費税額及びその消費税額を課税標準と

して課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合のその住宅の取得等をいいます。 

３ 上記イからハまでの「対価の額」又は「費用の額」については、住宅の取得等に関し、補助金等

の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受

ける場合であっても、その補助金等の額又はその適用を受けた住宅取得等資金の額は控除されない

金額となります。 

② 二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の計算の調整措置、年末調

整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置が講じ

られました（措法 41の２、41の２の２①⑤、措令 26の３③、震災特例法 13の２⑤～⑨、震災特例

令 15の２④）。 

③ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書について、その記載事項を法令上

明確化することとされました（措令 26の３③、26の４㉔、震災特例令 15②④、15の２⑤）。 

④ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書に記載すべき事項について、

住宅の取得等をした年月日等の記載を要しないこととされました（措規 18の 23①、18の 23の２⑰）。 

⑵ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（措法 31 の２）に

ついて、その適用対象に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定により行われた

裁定に係る裁定申請書に記載された事業を行う事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡（その裁定後に

行われるものに限ります。）で、その譲渡に係る土地等がその事業の用に供されるものが加えられまし

た（措法 31の２②八の三）。 

① その裁定申請書に記載された特定所有者不明土地又はその土地の上に存する権利 

② その裁定申請書に添付された事業計画書に係る計画に記載がされた特定所有者不明土地以外の土

地又はその土地の上に存する権利（一定の事業に該当する場合におけるものを除く。） 

⑶ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（措法 33）等について、次の措置が講じられまし

た。 

① 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する土地収用法の特例の規定に基づ

いて資産が収用され、補償金を取得する場合を適用対象に追加する（措法 33①一、措令 22⑳二）。 

② 証明書類から、特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一体で行われる一団地の津波防災

拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業のために買い取られる土地等であることにつき国土交通大

臣等の証明を受けた書類を、経過措置を講じた上、証明を受ける期限（平成 31年３月 31日）の到来

をもって除外する（旧措規 14⑤四の八）。 

 

 

《適用関係》上記③の改正は、居住日の属する年分が令和元年以後である個人に対し令和２年 10 月１日

以後に交付する証明書について（改正措令附則 14、改正震災令附則３、４）、上記④の改正は、平成 31

年４月１日以後に提出する申告書について適用されます（改正措規附則８）。 

《適用関係》上記①の改正は、令和元年６月１日以後に資産が収用され、補償金を取得する場合について

適用されます（改正法附則 34②）。 

《適用関係》この改正は、令和元年６月１日以後に行う優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡につい

て適用されます（改正法附則 34①）。 
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⑷ 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の 2,000万円特別控除（措法 34）について、

次の場合が適用対象に加えられました。 

① 重要文化財等として指定された土地が文化財保護法に規定する文化財保存活用支援団体（一定の

ものに限る。）に買い取られる一定の場合（措法 34②四、措令 22の７④⑤） 

② 農業経営基盤強化促進法の農用地利用規程の特例の規定により定められた農用地利用規程に係る

農用地利用改善事業の実施区域内にある農用地が、その農用地の所有者等の申出に基づき農地中間

管理機構（一定のものに限る。）に買い取られる場合（措法 34②七、措令 22の７⑥） 

⑸ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の 1,500万円特別控除（措法 34 の２）につい

て、経過措置が講じられた上、その適用対象から、農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進

法の協議に基づき農地利用集積円滑化団体に買い取られる場合が除外されました（措法 34 の２②二十

五、措令 22の８㉙、改正法附則 34⑤）。 

⑹ 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の 800万円特別控除（措法 34 の３）について、

経過措置が講じられた上、その適用対象から、農用地区域内にある農地等を農業経営基盤強化促進法に

規定する農地利用集積円滑化事業のために農地利用集積円滑化団体に対して譲渡した場合が除外され

ました（措令 22の９①、改正措令附則４③）。 

⑺ 居住用財産の譲渡所得の特別控除（措法 35）について、適用対象となる被相続人居住用家屋及び被相

続人居住用家屋の敷地等の範囲に、被相続人の居住の用に供することができない一定の事由（以下「特

定事由」といいます。）により相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていなかっ

た場合（一定の要件を満たす場合に限ります。）におけるその特定事由により居住の用に供されなくな

る直前にその被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等

を追加するとともに、その適用期限が令和５年 12月 31日まで４年延長されました（措法 35③～⑤）。 

⑻ 帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等（震災特例法 11

の６）が次のとおり創設されました。 

① 一定の避難解除区域等内にある土地等が、帰還環境整備推進法人（一定のものに限る。以下同じ。）

が行う帰還環境整備事業計画に記載された特定公益的施設又は特定公共施設のうち一定のものの整

備に関する事業の用に供するために買い取られる場合には、特定住宅地造成事業等のために土地等を

譲渡した場合の 1,500万円特別控除（措法 34の２）を適用する（震災特例法 11の６①）。 

② 帰還環境整備推進法人に対し一定の避難解除区域等内にある土地等の譲渡をした場合において、そ

の譲渡に係る土地等がその帰還環境整備推進法人が行う帰還環境整備事業計画に記載された適正な

形状、面積等を備えた一団の土地とするための一定の事業の用に供されるものであるときは、優良住

宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（措法 31 の２）を適用す

る（震災特例法 11の６②）。 

⑼ 被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例（震災特例法 11 の７）について、譲渡期限の要件が

７年から 10 年に３年延長されるとともに、その適用対象に、その有する家屋でその居住の用に供して

いたものが、警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、

その警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、

その居住の用に供することができなくなった家屋又はその家屋及びその家屋の敷地の用に供されてい

る土地等の譲渡をした場合等が加えられました（震災特例法 11の７①）。 

《適用関係》上記①の改正は、平成 31年４月１日以後に行う土地等の譲渡について（改正法附則 34③）、

上記②の改正は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う

土地等の譲渡について適用されます（改正法附則 34④）。 

《適用関係》この改正は、令和元年分以後の所得税について適用されます（改正法附則 91）。 

《適用関係》この改正は、平成 31年４月１日以後に行う対象譲渡について適用されます（改正法附則 34

⑥）。 

《適用関係》この改正は、平成 31 年４月１日以後に行う土地等の譲渡について適用されます（改正法附

則 90）。 
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２ 金融・証券税制 

⑴ 株式交換等に係る譲渡所得等の特例（所法 57 の４）について、その対象株式に、株式交換完全親法

人との間にその株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある法人の株式以

外の資産が交付されない場合のその法人の株式が加えられました（所法 57の４①、所令 167の７①）。 

⑵ 分配時調整外国税相当額控除（所法 93、165の５の３）について、所得税の額から控除する集団投資

信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の計算方法等の見直しが行われました（所令 220 の

２、292の６の２、所規 40の 10の２）。 

⑶ 信託財産に係る利子等の課税の特例（所法 176、180 の２）について、集団投資信託の収益の分配に

係る源泉徴収税額から控除することとされているその集団投資信託の信託財産について納付した所得

税及び外国所得税の額の計算については、その集団投資信託の収益から収益調整金のみに係るものを除

いて行うこととされたほか、所要の措置が講じられました（所法 176③、180の２③、所令 300①）。 

⑷ 勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄の利子所得等の非課税（措法４の２、４の３）について、財産形成

非課税住宅（年金）貯蓄申告書を提出した個人が、その者の賃金の支払者、勤務先又は事務代行先の名

称又は所在地の変更があった場合等に提出する財産形成非課税住宅（年金）貯蓄に関する異動申告書及

び財産形成非課税住宅（年金）貯蓄の勤務先異動申告書（以下「申告書等」といいます。）には、その申

告書等を提出する者の個人番号の記載を要しないこととされ、その申告書等の提出を受けた者は、その

申告書等にその提出した者の個人番号を付記することとされました（措規３の５等）。 

⑸ 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例（措法９の３の２）について、支払の取扱者が交付

をする集団投資信託の収益の分配に係る上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額から控除することと

されているその集団投資信託の信託財産について納付した所得税及び外国所得税の額のうちその集団

投資信託の収益の分配に対応する部分の金額の計算については、その集団投資信託の収益から収益調整

金のみに係るものを除いて行うこととされたほか、所要の措置が講じられました（措法９の３の２、措

令４の６の２）。 

⑹ 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等（措法 29

の２）について、中小企業等経営強化法の改正を前提として、次の措置が講じられました。 

① 適用対象者の範囲に、中小企業等経営強化法第 13 条に規定する認定新規中小企業者等が同法に規

定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行う社外高度人材活用新事業分野開拓に

従事する社外高度人材で、取締役及び使用人等以外の者（その認定社外高度人材活用新事業分野開拓

計画の実施時期の開始等の日から新株予約権の行使の日まで引き続き居住者であること等の要件を

満たす者に限る。以下「特定従事者」という。）を加える（措法 29の２①②）。 

② 特定従事者が本特例の適用を受けて取得をした株式を相続等により取得をした個人は、承継特例適

用者に該当しないこととする（措法 29の２④）。 

③ 特定従事者が、国外転出の時に有する一定の特定株式については、その国外転出の時に権利行使時

価額による譲渡があったものとみなすほか、所要の措置を講じる（措法 29の２⑤等）。 

《適用関係》この改正は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改

正する法律の施行の日以後に行われる付与決議に基づき締結される契約により与えられる特定新株予

約権に係る株式について適用されます（改正法附則 33）。 

《適用関係》この改正は、令和２年１月１日以後に支払われる収益の分配について適用されます(改正法

附則９、改正所令附則８)。 

《適用関係》この改正は、平成 31 年４月１日以後に行われる株式交換について適用されます（改正法附

則４）。 

《適用関係》この改正は、令和２年１月１日から施行されます（改正所令附則１二等）。 

《適用関係》この改正は、令和２年１月１日から施行されます（改正法附則１六、改正措令附則１四）。 
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⑺ 一般株式等（上場株式等）に係る譲渡所得等の課税の特例（措法 37の 10等）について、一般株式等

（上場株式等）の譲渡所得等に係る収入金額とみなして課税する事由から、次に掲げるものが除外され

ました（措法 37の 10③一、二、措令 25の８⑤⑥）。 

① 法人の株主等がその法人の合併により合併法人との間にその合併法人の発行済株式等の全部を間

接に保有する関係がある法人の株式以外の資産が交付されない場合のその法人の合併 

   ② 法人の株主等がその法人の分割により分割承継法人との間にその分割承継法人の発行済株式等の

全部を間接に保有する関係がある法人の株式以外の資産が交付されない場合のその法人の分割 

⑻ 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例（措法 37の 11の３）について、特定口

座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、居住者等が発行法人等に対して役務の提供をした場

合に発行法人等から取得する上場株式等で、その役務の提供の対価として居住者等に生ずる債権の給付

と引換えに居住者等に交付されるものが加えられました（措令 25の 10の２⑭二十六）。 

⑼ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等（措法 37の 13）及び特定中小会社が発行

した株式に係る譲渡損失の繰越控除等（措法 37の 13の２）について、次の措置が講じられました。 

① 適用対象となる特定株式の範囲から、内国法人のうち認可金融商品取引業協会の規則においてその

事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている銘柄の株式を発行する等の要件を満たす

株式会社により発行される株式を除外する（旧措法 37の 13①三）。 

② 適用対象となる沖縄振興特別措置法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を２年延長す

る（措法 37の 13①三）。 

⑽ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ＮＩＳＡ）（措法９の

８、37の 14）について、次の措置が講じられました。 

① 非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合

の特例措置を次のとおり講じる。 

イ 非課税口座を開設している居住者等が出国により居住者等に該当しないこととなる場合にはこ

れまでその非課税口座は廃止されていたが、給与等の支払者からの転任の命令その他これに準ずる

やむを得ない事由に基因して出国をする場合には、その出国の日の前日までにその非課税口座が開

設されている金融商品取引業者等の営業所の長に継続適用届出書の提出をしたときは、引き続き非

課税措置を適用する（措法 37の 14㉗㉘）。 

ロ 継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後、再び非課税口座において上場株式等の受入れを

行わせようとする場合には、その継続適用届出書の提出をした日から起算して５年を経過する日の

属する年の 12月 31日までに、その継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長

に、帰国届出書の提出をしなければならない（措法 37の 14㉙）。 

② 非課税口座を開設している居住者等が、その非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営

業所の長に対して非課税口座異動届出書を提出することで、その非課税口座にその年に設けられた勘

定を変更できることとする（措令 25の 13の２②③）。 

③ 居住者等が非課税口座を開設することができる年齢要件をその年１月１日において 18 歳以上（改

正前：20 歳以上）に引き下げる（措法 37の 14⑤一）。 

《適用関係》上記①の改正は、平成 31年４月１日以後に出国する居住者等について（改正法附則 37②）、

上記②の改正は、同日以後に提出する非課税口座異動届出書について（改正措令附則 10）、上記③の改

正は、令和５年１月１日以後に開設される非課税口座について適用されます（改正法附則 37①）。 

《適用関係》この改正は、平成 31 年４月１日以後に行われる合併又は分割型分割について適用されます

（改正法附則 35）。 

《適用関係》この改正は、平成 31 年４月１日以後に発行法人等に対する役務の提供の対価としてその発

行法人等から取得する上場株式等について適用されます（改正措令附則６①）。 

《適用関係》上記①の改正は、平成 31年３月 31日までに払込みにより取得した特定株式については、な

お従前のとおりとなります（改正法附則 36）。 
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⑾ 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ジュニアＮＩＳＡ）

（措法９の９、37の 14の２）について、居住者等が未成年者口座の開設並びに非課税管理勘定及び継

続管理勘定の設定をすることができる年齢要件がその年１月１日において 18歳未満（改正前：20歳未

満）に引き下げられました（措法 37の 14の２①二、⑤一～四）。 

 

３ 事業所得等関係 

⑴ 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除（措法10） 

① 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、次のとおり見直しが行われました。 

イ 試験研究費の額に乗じる割合（以下「特別税額控除割合」という。）を次に掲げる場合の区分に

応じそれぞれ次に定める割合（上限：100分の10）とする（措法10①）。 

(ｲ) 増減試験研究費割合が100分の８を超える場合 

100分の9.9に、その増減試験研究費割合から100分の８を控除した割合に0.3を乗じて計算し

た割合を加算した割合 

   (ﾛ) 増減試験研究費割合が100分の８以下である場合 

100分の9.9から、100分の８からその増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計

算した割合を減算した割合（下限：100分の６） 

   (ﾊ) その年が事業を開始した年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 

100分の8.5 

ロ 特別税額控除割合（上記イ及び下記ハ(ｲ)）の上限を100分の14とする措置の適用期限を２年延長

する（措法10②）。 

ハ  試験研究費割合が100分の10を超える場合の措置について、次のとおり改組した上、その適用期

限を２年延長する（措法10②一、二）。 

(ｲ) 特別税額控除割合を、上記イ(ｲ)から(ﾊ)までにより算出した割合とその算出した割合に控除

割増率（その試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.5を乗じて計算した割合（上限：

100分の10）をいう。）を乗じて計算した割合を合計した割合（上限：100分の10）とする。 

(ﾛ)  特別税額控除の適用を受けることができる上限額に、本年分の税額にその試験研究費割合か

ら100分の10を控除した割合に２を乗じて計算した割合（上限：100分の10）を乗じて計算した

金額を上乗せする。 

② 中小企業技術基盤強化税制について、増減試験研究費割合が100分の５を超える場合の措置を増減

試験研究費割合が100分の８を超える場合の措置に見直しが行われた上、その適用期限が２年延長さ

れました。また、上記①ハ(ｲ)と同様の措置が講じられました（措法10④⑤）。 

③ 特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、次のとおり見直しが行われました（措法10

⑥、措令５の３⑩等）。 

イ 適用対象となる特別試験研究費の範囲に、委託契約等により委託する一定の試験研究に係る費用

を加える。 

ロ 共同研究又は委託研究であって革新的なものに係る一定の試験研究費の額の特別税額控除割合

を100分の25とする。 

ハ 特別税額控除の適用を受けることができる上限額を本年分の税額の100分の10（改正前：100分の

５）相当額に引き上げる。 

④ 平均売上金額の100分の10相当額を超える試験研究費に係る特別税額控除を廃止する（旧措法10⑦）。 

⑵ 中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除（措法10の３）について、そ

の適用期限が２年延長されました（措法10の３①）。 

《適用関係》この改正は、令和５年１月１日以後に開設される未成年者口座及び同日以後に設けられる非

課税管理勘定について適用されます（改正法附則 38①）。 

《適用関係》この改正は、令和２年分以後の所得税について適用されます（改正法附則 29）。 
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⑶ 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額

の特別控除（措法10の４）について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限が２年延長されまし

た。 

① 平成31年４月１日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

の承認を受けた個人がその承認地域経済牽引事業（一定のものに限る。）の用に供した特定事業用機

械等について、償却割合を100分の50（改正前：100分の40）に、特別税額控除割合を100分の５（改正

前：100分の４）に、それぞれ引き上げる（措法10の４①③）。 

② 一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械等の取得価額の合計額の上限を80億円（改正前：

100億円）に引き下げる（措法10の４①）。 

⑷ 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除（措法 10 の５の

２）について、その対象設備が認定経営革新等支援機関等が資産の取得に係る計画の実施その他の取組

が特定中小事業者の経営の改善に特に資することについて確認をした旨の記載がある経営改善指導助

言書類に記載されたものに限定され、その適用期限が２年延長されました（措法 10の５の２①）。 

⑸ 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除（措法 10

の５の３）について、経過措置が講じられた上、その対象設備から主として電気の販売を行うために取

得等をして発電の用に供する設備で一定のものが除外され、その適用期限が２年延長されました（措法

10の５の３①、中小企業等経営強化法施行規則８、平成 31年経済産業省告示第 85号）。 

⑹ 特定設備等の特別償却（措法 11）について、次のとおり見直しが行われた上、その適用期限が２年延

長されました（措法 11①、平成 31年財務省告示第 96号、平成 31年国土交通省告示第 494号）。 

 ① 船舶の特別償却制度 

イ 対象となる外航船舶につき、特定先進船舶（海上運送法の認定先進船舶導入等計画（先進船舶の

導入に関するものに限る。）に記載された先進船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資する一定

のものをいう。）を加えるとともに、償却割合を次のとおりとする。 

 特定先進船舶 特定先進船舶以外のもの 

日本船舶 100分の 20 100分の 17（改正前：100分の 18） 

日本船舶以外のもの 100分の 18 100分の 15（改正前：100分の 16） 

ロ 内航船舶について、環境への負荷の低減に係る要件の見直しを行う。 

② 公害防止用設備又は自動車教習用貨物自動車に係る措置を廃止する。 

⑺ 特定事業継続力強化設備等の特別償却（措法 11 の４）が創設され、青色申告書を提出する個人で中

小事業者であるもののうち中小企業等経営強化法の認定を受けた同法の中小企業者に該当するもの（以

下「特定中小事業者」といいます。）が、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強

化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和３年３月 31 日までの間に、その認定に係る事業継続

力強化計画又は連携事業継続力強化計画（以下「認定事業継続力強化計画等」といいます。）に係る事

業継続力強化設備等としてその認定事業継続力強化計画等に記載された機械装置及び器具備品並びに

建物附属設備（一定の規模のものに限ります。）の取得等をして、その特定中小事業者の事業の用に供

した場合には、その取得価額の 100分の 20相当額の特別償却ができることとされました。 

⑻ 特定地域における工業用機械等の特別償却（措法 12）について、その適用期限が２年延長されました

（措法 12③）。 

《適用関係》この改正は、個人が平成 31 年４月１日以後に取得等をした経営改善設備について適用され

ます。なお、経過措置が講じられています（改正法附則 31）。 

《適用関係》上記①の改正は、平成 31 年４月１日以後に取得等をした減価償却資産について適用されま

す。なお、上記①及び②の改正については、経過措置が講じられています（改正法附則 32①②）。 

《適用関係》この改正は、個人が平成 31 年４月１日以後に取得等をした特定事業用機械等について適用

されます（改正法附則 30）。 
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⑼ 医療用機器等の特別償却（措法 12 の２）について、次の措置が講じられた上、その適用期限が２年

延長されました。 

① 対象となる医療用機器のうち医療法に規定する構想区域等内の病院における効率的な活用を図る

必要があるものについては、一定の要件を満たすものに限ることとする（措令６の４②等）。 

② 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成 31年４月１日から令和３年３月 31日

までの間に、器具備品（医療用の機械装置を含む。）及びソフトウエア（一定の規模のものに限る。）

のうち、医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要な

一定のものの取得等をして、その個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その取得価額の 100

分の 15相当額の特別償却ができることとする（措法 12の２②）。 

③ 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成 31年４月１日から令和３年３月 31日

までの間に、医療法の医療計画に係る構想区域等内において、病院用又は診療所用の建物等のうちそ

の構想区域等に係る協議の場における協議に基づく病床の機能の分化及び連携の推進に係る一定の

ものの取得等をして、その個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その取得価額の 100分の８

相当額の特別償却ができることとする（措法 12の２③）。 

⑽ 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却（措法 13 の２）について、その

適用期限が２年延長されました（措法 13の２①）。 

⑾ 特定都市再生建築物の割増償却（措法 14）について、次のとおり見直しが行われた上、その適用期限

が２年延長されました。 

① 都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置につい

て、都市再生緊急整備地域のうち特定都市再生緊急整備地域以外の地域内において行われる都市再生

事業により整備される建築物の償却割合を 100 分の 25（改正前：100 分の 30）に引き下げる（措法

14①②）。 

② 雨水貯留利用施設に係る措置を廃止する（旧措法 14②二）。 

⑿ 探鉱準備金制度（措法 22）について、その適用期限が３年延長されました（措法 22①）。 

⒀ 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除（震災特例法

10）について、復興産業集積区域（東日本大震災復興特別区域法の東日本大震災により多数の被災者が

離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域を含む市町村の区域に限ります。

以下⒃及び⒆について同じです。）内において産業集積事業等の用に供した機械装置、建物等及び構築

物につき、償却割合及び特別税額控除割合を引き上げる措置の適用期限が２年延長されました（震災特

例法 10⑤）。 

⒁ 企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除（震災特例法 10

の２）について、避難指示の全てが解除された日等のうちいずれか遅い日が平成 26 年４月１日以後で

ある避難解除区域等につき、適用期間の末日をそのいずれか遅い日から７年（改正前：５年）を経過す

る日とされました（震災特例法 10の２①③）。 

⒂ 避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除（震災特例法 10

の２の２）について、避難指示が解除された日等のうちいずれか遅い日が平成 26 年４月１日以後であ

る避難解除区域等につき、適用期間の末日をそのいずれか遅い日から７年（改正前：５年）を経過する

日とされました（震災特例法 10の２①③）。 

⒃ 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除（震災特例法 10の３）

《適用関係》上記①の改正は、平成 31 年４月１日以後に取得等をする特定都市再生建築物について適用

されます。なお、上記①及び②の改正については、経過措置が講じられています（改正法附則 32③④）。 

《適用関係》この改正は、平成 31年４月１日以後に取得等をした減価償却資産について適用されます（改

正法附則 88）。 

《適用関係》上記①の改正は、平成 31 年４月１日以後に取得等をした医療用機器について適用されます

（改正措令附則３）。 
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について、復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給

与等の額につき、特別税額控除割合を引き上げる措置の適用期限が２年延長されました（震災特例法 10

の３①）。 

⒄ 企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除（震災特例法 10

の３の２）について、避難指示の全てが解除された日等のうちいずれか遅い日が平成 26 年４月１日以

後である避難解除区域等につき、福島県知事の認定を受ける期間の末日をそのいずれか遅い日から７年

（改正前：３年）を経過する日とされました（震災特例法 10の３の２①）。 

⒅ 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除（震災特例法 10 の

３の３）について、避難指示が解除された日等のうちいずれか遅い日が平成 26 年４月１日以後である

避難解除区域等につき、福島県知事の確認を受ける期間の末日をそのいずれか遅い日から７年（改正前：

３年）を経過する日とされました（震災特例法 10の３の３①）。 

⒆ 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等（震災特例法 10 の５）について、中小事業

者の復興産業集積区域内において開発研究の用に供した開発研究用資産につき、償却割合を引き上げ

る措置の適用期限が２年延長されました（震災特例法 10の５①）。 

⒇ 被災代替資産等の特別償却（震災特例法 11）について、その適用期限が２年延長されました（震災特

例法 11①）。 

 

４ その他の所得税関係 

⑴ 仮想通貨に係る措置が次のとおり創設されました。 

① 居住者の仮想通貨につき事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算

定する場合におけるその算定の基礎となるその年 12月 31日において有する仮想通貨の価額は、その

者が仮想通貨について選定した評価の方法（総平均法又は移動平均法）により評価した金額（評価の

方法を選定しなかった場合等には、総平均法により評価した金額）とするほか、仮想通貨を棚卸資産

の範囲から除外するなど、所要の整備が行われました（所法２①十六、48の２、所令５、119の２～

119の７）。 

② 棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入（所法 40）について、その対象となる棚卸資産に準ずる

資産に、仮想通貨が加えられました（所令 87）。 

⑵ 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税措置（所法 10）について、その対象となる障害者等の範囲

に中核市の長から療育手帳の交付を受けている者が加えられるとともに、その療育手帳が住所等確認書

類等の範囲に加えられました（所令 31の２、所規 81の６等）。 

⑶ 家事関連費等の必要経費不算入等（所法 45）について、森林環境税及び森林環境税に係る延滞金の額

が加えられました（所法45①三の二）。 

⑷ 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用（所法 186の２、190）及び配偶者特別控除（所法 83の２）に

ついて、次のとおり見直しが行われました（所法 83の２②、186の２、190、203の４、別表二～四）。 

① 給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る控除の適用については、夫婦

のいずれか一方しか適用できないこととする。 

《適用関係》上記①の改正は、令和元年分以後の所得税について適用されます。なお、評価方法の選定に

関して、平成 31 年４月１日に現に仮想通貨を有する個人については、同日にその仮想通貨を取得した

ものとみなす一定の経過措置が講じられています（改正法附則３、改正所令附則４）。 

上記②の改正は、令和元年分以後の所得税について適用されます（改正所令附則２）。 

《適用関係》この改正は、平成 31 年４月１日以後に取得等をした開発研究用資産について適用されます

（改正法附則 89）。 

《適用関係》この改正は、個人が森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成 31 年法律第３号）

附則第１条ただし書に規定する規定の施行の日（令和６年１月１日）以後に納付する森林環境税及び森

林環境税に係る延滞金について適用されます（改正法附則２）。 
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② 居住者の配偶者が、給与等や公的年金等の源泉徴収において源泉控除対象配偶者に係る控除の適用

を受けている場合（その配偶者がその年分の所得税につき、年末調整をして配偶者特別控除の適用を

受けなかった場合又は確定申告書の提出をして配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く。）

には、その居住者は、その年分の所得税の確定申告において配偶者特別控除の適用ができないことと

する。 

⑸ 確定申告書の記載事項及び添付書類（所法 120等） 

① その年において支払を受けるべき給与等で年末調整の適用を受けたものを有する居住者が確定申

告書を提出する場合には、その確定申告書の記載事項のうち年末調整で適用を受けた控除額と同額で

ある所得控除に係る事項については、その控除の額等の簡便な記載によることができることとされま

した（所法 120①、122③、125④、127④、所令 263①、所規 47①②④、48②）。 

② 次に掲げる書類については、確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示することを要し

ないこととされました（旧所法 120③四、旧所令 262⑤、旧措令４の２⑨⑪、25 の９⑭⑮、25 の 11

の２⑳、25の 12の２㉔）。 

イ 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 

ロ オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 

ハ 配当等とみなす金額に関する支払通知書 

ニ 上場株式配当等の支払通知書 

ホ 特定口座年間取引報告書 

ヘ 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書 

ト 特定割引債の償還金の支払通知書 

⑹ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予（所法 137の２）及び贈与等に

より非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予（所法 137 の３）

について、経過措置が講じられた上、民法の「時効の中断」の見直しに伴う所要の整備が行われました

（所法 137の２⑩、所法 137の３⑫、改正法附則７）。 

⑺ 遺産分割等があった場合の修正申告の特例（所法 151の６）について、経過措置が講じられた上、民

法の「遺留分制度」の見直しに伴う所要の整備が行われました（旧所法 151の６①三、改正法附則８）。 

⑻ 公的年金等に係る源泉徴収について、次のとおり見直しが行われました（所法 203 の３、203 の６、

所令 319の５、319の６）。 

① 国内において公的年金等の支払を受ける居住者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（以下

「扶養親族等申告書」という。）の提出をしなかった場合の源泉徴収税額は、公的年金等の金額から

公的年金等控除及び基礎控除に対応する控除の月割額（その月割額が最低保障額に満たない場合には、

最低保障額）にその公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額に、5.105％

の税率を乗じて計算する。 

② 扶養親族等申告書については、公的年金等の支払を受ける者の押印に代えて、その者の自署による

ことができることとする。 

③ 扶養親族等申告書の記載事項から、同一生計配偶者又は扶養親族のうちに、同居特別障害者、その

他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合のその人数を除外する。 

（注） 扶養親族等申告書の提出をすることができないものは見直しの対象から除かれます。 

《適用関係》上記①の改正は、令和２年１月１日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について（改正

法附則 10、11①）、上記②の改正は、令和２年分以後の所得税について適用されます（改正法附則５）。 

《適用関係》この改正は、令和２年１月１日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する扶養親

族等申告書について適用されます（改正法附則 11②）。 

《適用関係》上記①の改正は、令和元年分以後の確定申告書を平成 31 年４月１日以後に提出する場合に

ついて（改正法附則６①、改正所令附則６）、上記②の改正は、平成 31年４月１日以後に確定申告書を

提出する場合について適用されます（改正法附則６②）。 
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⑼ 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税措置（措法 40 の２）について、その適

用対象に、重要文化財を文化財保護法に規定する文化財保存活用支援団体（一定のものに限られます。）

に譲渡した一定の場合が加えられました（措法 40の２①、措令 25の 17の２②③）。 

⑽ 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例（措法 40 の３の２）について、内国法人に

ついて策定された債務処理計画が平成 28 年４月１日以後に策定されたものである場合において、その

内国法人が同日前に株式会社地域経済活性化支援機構法の再生支援決定等の対象となった法人に該当

しないものであることとの要件を満たすときは、一部の適用要件を満たすことを不要とした上、その適

用期限が３年延長されました（措法 40の３の２①）。 

⑾ 次の給付金等については、所得税を課さないこととされました。 

① 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者等に対して給付される一定の給付金（措法41

の８①四） 

② 児童養護施設に入所している者等に対して都道府県等が行う金銭の貸付けに係る債務の免除を受

けた場合のその免除により受ける経済的な利益の価額（措法 41の８②） 

⑿ 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除（措法 41の 18）につ

いて、その適用期限が令和６年 12月 31日まで５年延長されました（措法 41の 18①）。 

⒀ 保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例（旧措法 41の 20の２）及び特別還付金の支給制

度（旧措法 97の２）が廃止されました。 

⒁ 被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例（震災特例法 12の３）について、

内国法人が平成 28 年４月１日以後に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の支援決定の対象と

なった法人である場合において、同日前に株式会社地域経済活性化支援機構法の再生支援決定等の対象

となった法人に該当しないものであることとの要件を満たすときは、一部の適用要件を満たすことを不

要とした上、その適用期限が３年延長されました。 

 

５ 国際課税 

⑴ 外国税額控除（所法 95）について、次のとおり見直しが行われました。 

① 外国税額控除の対象とならない外国所得税の額について、居住者に対する配当等の支払があったも

のとみなして課される一定の外国所得税の額を加える（所令 222の２③）。 

② 年の中途で非居住者が居住者となった場合の外国税額控除に係る控除限度額における居住者期間

の国外所得金額の計算において、非永住者については、非永住者の課税所得（国外所得金額のうち、

国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分）に限定する（所令 258④）。 

③ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除（措法 37 の 12 の２）、特定中小会社が発行した株式に係る

譲渡損失の繰越控除（措法 37の 13の２）又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除（措法 41

の 15）の適用がある居住者の外国税額控除に係る控除限度額における国外所得金額を、これらの規

定による損失の繰越控除の適用前（改正前：適用後）の金額とする（措令 25の 11の２⑳等）。 

《適用関係》平成 31年３月 31日以前に行った保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求及び同日前に

提出した特別還付金請求書に係る特別還付金については、なお従前のとおりとなります（改正法附則 46、

84）。 

《適用関係》上記①及び②の改正は、令和２年分以後の所得税について（改正所令附則５）、上記③の改

正は、令和元年分以後の所得税について適用されます（改正措令附則７①、８①、15）。 

《適用関係》この改正は、平成 31 年４月１日以後に行う資産の譲渡について適用されます（改正法附則

40）。 

《適用関係》この改正は、平成 31年４月１日以後に行う贈与について適用されます（改正法附則 41）。 

《適用関係》この改正は、平成 31 年４月１日以後に債務処理計画に基づき内国法人に資産を贈与した場

合について適用されます（改正法附則 92）。 
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⑵ 国内源泉所得（所法161）について、その対象とされる内国法人の特殊関係株主等である非居住者が

行うその内国法人の株式等の譲渡による所得について、その内国法人の分割型分割により分割承継法人

の株式その他の資産の交付を受けた場合の譲渡年における課税要件の整備が行われました（所令281⑦）。 

⑶ 振替社債等の利子等の課税の特例（措法５の３）について、振替特定目的信託受益権のうち社債的受

益権につき支払を受ける剰余金の配当及び償還差益については、令和４年３月 31 日までに発行される

ものに限り、振替社債等に含めることとされました（措法５の３④）。 

⑷ 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例（措法９の６）、投資法人の配当等に係る源泉徴

収等の特例（措法９の６の２）、特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例（措法９の６の

３）及び特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例（措法９の６の４）について、特定目的

会社の利益の配当に係る所得税の額から控除する外国法人税の額は、その特定目的会社が納付した外国

法人税の額のうち、支払を受ける利益の配当の額に対応する部分の額を限度として、その支払を受ける

者ごとに計算した金額の合計額にするなど、控除外国法人税の額の計算方法等の見直しが行われました

（措令４の９等）。 

⑸ 合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例（措法 37の 14の３）及び特定の合

併等が行われた場合の株主等の課税の特例（措法 37の 14の４）について、合併等に係る適格要件及び

被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる要件の改正に伴い、次の措置が講じら

れました。 

① 非居住者株主が合併等により合併法人等の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある  

外国法人の株式の交付を受けた場合には、旧株の譲渡損益を計上する。 

② 個人が、適格合併等に該当しない合併等により合併法人等の発行済株式等の全部を間接に保有する

関係がある外国法人（特定軽課税外国法人又は特定軽課税外国法人の親法人である外国法人に限る。）

の株式の交付を受けた場合には、旧株の譲渡損益を計上する。 

⑹ 非居住者の内部取引に係る課税の特例（措法 40の３の３）及び国外所得金額の計算の特例（措法 41

の 19の５）について、次のとおり見直しが行われました。 

① 特定無形資産内部取引に係る価格調整措置（措法40の３の３⑤等） 

恒久的施設を有する非居住者の事業場等と恒久的施設及び居住者の事業場等と国外事業所等との

間の特定無形資産内部取引について、その特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するため

の前提となった事項についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署長は、その特定無

形資産内部取引の内容及びその特定無形資産内部取引の当事者が果たす機能その他の事情（その相違

する事実及びその相違することとなった事由の発生可能性を含む。）を勘案して、その特定無形資産

内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合にその特定無形資産

内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額を独立企

業間価格とみなして更正又は決定をすることができる。 

ただし、上記により算定した金額と特定無形資産内部取引の対価の額とした額との相違が20％を超

えていない場合は、本措置は適用しない。 

② 特定無形資産内部取引に係る価格調整措置に係る適用免除（措法40の３の３⑥～⑧等） 

税務職員が次のイ又はロに掲げる場合に該当することを明らかにする書類の提出等を求めた場合

において、一定の日までにその書類の提出等があるときは、上記①の措置は適用しない。 

イ 非居住者又は居住者が特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となっ

た事項の内容等を記載した書類を作成し、又は取得している場合 

《適用関係》この改正は、平成 31 年４月１日以後に行われる分割型分割について適用されます（改正所

令附則７）。 

《適用関係》この改正は、平成 31 年４月１日以後に合併等が行われる場合について適用されます（改正

法附則 39）。 

《適用関係》この改正は、令和２年１月１日から施行されます（改正法附則１六、改正措令附則１四）。 



 

 - 13 - 

ロ 特定無形資産内部取引に係る判定期間（非居住者又は居住者と特殊の関係にない者から受ける特

定無形資産の使用等による収入が最初に生じた日の属する年の１月１日から５年を経過する日ま

での期間をいう。）にその特定無形資産の使用等により生ずることが予測された利益の額とその判

定期間にその特定無形資産の使用等により生じた利益の額との相違が20％を超えていない場合 

③ 更正期間等の延長（措法40の３の３㉑～㉔等） 

非居住者の内部取引に係る課税の特例及び国外所得金額の計算の特例に係る所得税の更正期間及

び更正の請求期間等を７年（改正前：６年）に延長する。 

⑺ 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例（措法 40の４、40の５）について、次のとおり見直

しが行われました。また、特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例（措

法 40の７、40の８）について、所要の改正が行われました。 

① 特定外国関係会社（固定施設を有しておらず、かつ、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていな

いものに限る。）の範囲から次の外国関係会社を除外する（措法40の４②二イ）。 

イ 外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占めるそ

の株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いこと等の一定の要件に該当するもの 

ロ 特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする

管理支配会社によってその事業の管理、支配及び運営が行われていること、その管理支配会社がそ

の本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額の

うちに占めるその株式等に係る剰余金の配当等の額及びその株式等の譲渡に係る対価の額の割合

が著しく高いこと等の一定の要件に該当するもの 

ハ その他一定の要件に該当するもの 

② 特定外国関係会社の範囲に次のいずれにも該当する外国関係会社を加える（措法40の４②二ハ）。 

イ 各事業年度の非関連者等収入保険料の合計額の収入保険料の合計額に対する割合が10％未満で

あること 

ロ 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額の関連者等収入保険料の合計額に対する割合が

50％未満であること 

③ 次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を、部分対象外国関係会社（外国金融子会

社等に該当するものを除く。）に係る部分合算課税の対象となる特定所得の金額に加える（措法40の

４⑥七の二）。 

イ 収入保険料の合計額から支払った再保険料の合計額を控除した残額 

ロ  支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額 

④ 居住者が合算課税の対象となった外国法人等から受ける剰余金の配当等に係る二重課税調整につ

いて、確定申告書、修正申告書又は更正請求書（改正前：確定申告書）に控除を受ける剰余金の配当

等の額等を記載した書類の添付がある場合に限り、適用できることとする等の見直しを行う（措法40

の５③）。 

⑻ 令和２年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする

非居住者等に係る課税の特例（措法41の23）が次のとおり創設されました。 

① 令和２年に開催される東京オリンピック競技大会若しくは東京パラリンピック競技大会に参加を

し、又は大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供を行う一定の非居住者の一定の国内源泉所

得（平成31年４月１日から令和２年12月31日までの間におけるその参加又はその提供に係るものに限

《適用関係》この改正は、令和３年分以後の所得税について適用されます（改正法附則 42、45）。 

《適用関係》上記①の改正は、令和元年分以後の各年分の課税対象金額等（外国関係会社の平成 30 年４

月１日以後に開始する事業年度に係る適用対象金額、部分適用対象金額及び金融子会社等部分適用対象

金額に係るものに限ります。）について適用されます（改正法附則43①）。 

上記②及び③の改正は、外国関係会社の平成 31 年４月１日以後に開始する事業年度に係る課税対象

金額等について適用されます（改正法附則 43②）。 

上記④の改正は、令和元年分以後の所得税について適用されます（改正法附則 28）。 
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る。）については、所得税を課さない。 

② 大会関連業務を行う一定の外国法人が支払を受ける一定の使用料（平成31年４月１日から令和２年

12月31日までの間において行われる業務に係るものに限る。）については、その使用料がその外国法

人の恒久的施設帰属所得に該当するものである場合には所得税の課税対象外とし、その使用料がその

外国法人の恒久的施設帰属所得に該当するものでない場合には所得税を課さない。 

⑼ 特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子の非課税措置（措法42の２）に

ついて、次の措置が講じられた上、その適用期限が２年延長されました（措法42の２③～⑤⑩⑫）。 

① 非課税の対象となる債券現先取引の範囲に、特定金融機関等（一定の金融機関等に限る。）との間

で行われる次に掲げる債券に係る債券現先取引を加える。 

イ 外国が発行し、又は保証する一定の債券 

ロ 外国法人が発行する一定の債券（イに掲げる債券を除く。） 

② 外国投資信託の受託者である特定外国法人がその外国投資信託の信託財産につき支払を受ける 

債券現先取引に係る利子については、その外国投資信託が適格外国証券投資信託である場合に限り、

本非課税措置を適用する。 

⑽ 実施特例法について、次のとおり見直しが行われました。 

① 配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等（実施特例法３の２）について、

次の措置を講ずる（実施特例法３の２等）。 

イ 相手国居住者等配当等について、その対象となる所得の範囲に譲渡収益（資産の譲渡により生ず

る収益で所得税法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。）を加え

た上、その範囲は相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定においてその相手国居住

者等の所得として取り扱われる範囲とする。 

ロ 配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等の適用対象となる相手国団体配当等、第三

国団体配当等、特定配当等その他の一定の所得の範囲について所要の見直しを行う。 

② 相手国等の相手国等転出時課税の規定の適用を受けた居住者が、その適用に係る資産等の譲渡等を

した場合において、その相手国等との間の租税条約の規定においてその適用を受けたことを考慮する

ものとされているときは、その資産等については外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所

得等の特例における外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等とみなして、所得税法その他所

得税に関する法令の規定を適用する（実施特例法５の２）。 

 

 

 

 

６ 国税通則法等 

⑴ 税務当局による情報照会の仕組みについて、次のとおり整備が行われました。 

① 特定事業者等へ報告を求める措置の創設（通則法 74の７の２） 

イ 所轄国税局長は、特定取引（電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引のうちこの

規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。以

下同じ。）の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者又は官公署（特定事業者等）に、

特定取引者（特定取引を行う者をいい、下記ロ(ｲ)に該当する場合にあっては、1,000万円の課税標

準を生じ得る取引金額を超える特定取引を行う者に限る。以下同じ。）の氏名又は名称、住所又は

居所及び個人番号又は法人番号につき、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない範囲内において

その準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができる。 

ロ 上記イの処分は、国税に関する調査について必要がある場合において、次のいずれかに該当する

ときに限り、あらかじめ国税庁長官の承認を受けた上で行うことができる。 

《適用関係》上記①の改正は、平成 31 年４月１日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住

者配当等について、上記②の改正は、居住者が平成 31 年４月１日以後に譲渡等をする資産等について

適用されます（改正法附則 85）。 

《適用関係》この改正は、特定外国法人が、平成 31 年４月１日以後に開始する振替国債等に係る特定債

券現先取引につき支払を受ける利子について適用されます（改正法附則 47）。 
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(ｲ) 特定取引者が行う特定取引と同種の取引を行う者に対する国税に関する過去の調査において、

その取引に係る課税標準が 1,000 万円を超える者のうち半数を超える数の者について、その取

引に係る課税標準等又は税額等につき更正決定等をすべきと認められている場合 

(ﾛ) 特定取引者が行う特定取引に係る物品又は役務を用いることにより課税標準等又は税額等に

ついて国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合 

(ﾊ) 特定取引者が行う特定取引の態様が経済的必要性の観点から通常の場合にはとられない不合

理なものであることから、その特定取引者がその特定取引に係る課税標準等又は税額等につい

て国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合 

② 事業者等へ協力を求める措置の整備（通則法 74の 12） 

国税庁等の当該職員は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者等に、その調査に関

し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができることを

法令上明確化する。 

⑵ 電帳法について、次のとおり見直しが行われました。 

① 電磁的記録による保存等の承認の申請等（電帳法６）について、新たに業務を開始した個人は、そ 

の業務の開始の日以後２月を経過する日までに電磁的記録による保存等の承認の申請書を提出する

ことができることとする（電帳法６①②）。 

② 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等（電帳規３）について、スキャナ保存の承認を受けて

いる者は、その承認以前に作成又は受領をした契約書・領収書等の重要書類（過去に本措置に係る届

出書を提出した重要書類と同一の種類のものを除く。）について、所轄税務署長等への届出書の提出

等の一定の要件の下、スキャナ保存を行うことができることとする（電帳規３⑦）。 

 

Ⅱ 平成 30年度の改正事項のうち、令和元年分の所得税から適用される主なもの 
１ 事業所得等関係 

⑴ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除（措法 10 の５）につ

いて、次のとおり見直しが行われました。 

① 同意雇用開発促進地域に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止する（旧措法 10の５①）。 

② 地方事業所基準雇用者数に係る措置及び地方事業所特別基準雇用者数に係る措置を地方活力向上

地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度に改組するとともに、一定の見直しを

行った上、その適用期限を２年延長する。 

※ 詳細は、国税庁ホームページ『平成30年分 所得税の改正のあらまし』４、５ページをご覧ください。 

⑵  給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除（所得拡大促進税制）（措法 10の

５の４）について、一定の見直しが行われた上、それぞれの税額控除額の限度額がその年分の調整前事

業所得税額の 100分の 20相当額とされました。 

※ 詳細は、国税庁ホームページ『平成30年分 所得税の改正のあらまし』５、６ページをご覧ください。 

⑶ 所得税の額から控除される特別控除額の特例（措法 10 の６）について、中小事業者を除く一定の個

人が、令和元年から令和３年までの各年（以下「対象年」といいます。）において試験研究を行った場

合の所得税額の特別控除等の適用を受けようとする場合において、その対象年の継続雇用者給与等支給

額が継続雇用者比較給与等支給額以下であり、かつ、国内設備投資額がその年の償却費総額の 100分の

10 相当額以下であるときは、試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等を適用できないこととさ

れました（措法 10の６⑤）。 

《適用関係》この改正は、令和２年１月１日から施行されます（改正法附則１六）。 

《適用関係》この改正は、令和２年１月１日以後に国税庁長官の承認を受けてする報告の求めについて適

用されます（改正法附則 27②）。 

《適用関係》上記①の改正は、令和元年９月 30日以後に提出する申請書について（改正法附則 86）、上記

②の改正は、同日以後に提出する届出書に係る重要書類について適用されます（改正電帳規附則２）。 
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⑷ 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却（措法 13）について、基準雇用障害者数が 20人以上であ

って、重度障害者割合が 100分の 50以上であることとの要件における重度障害者割合が 100分の 55以

上に引き上げられた上、その適用期限が２年延長されました。 

 

２ 国際課税 

⑴ 租税条約上の恒久的施設（以下「ＰＥ」といいます。）の定義と異なる場合の調整規定等の整備 

① ＰＥの範囲について、租税条約において異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける

非居住者又は外国法人（以下「非居住者等」といいます。）については、その租税条約においてＰＥ

と定められたもの（国内にあるものに限ります。以下同じです。）を国内法上のＰＥとすることとさ

れました（所法２①八の四）。 

② いわゆる支店ＰＥについて、その範囲を国内にある支店、事務所等その他事業を行う一定の場所に

改めるとともに（所令１の２①）、いわゆる建設ＰＥについて、建設ＰＥを構成する場所を、国内に

ある長期建設工事現場等に限定し（所法２①八の四ロ、所令１の２②）、いわゆる代理人ＰＥについ

て、在庫保有代理人及び注文取得代理人の定義に関する規定を削除するとともに、同業者代理人に関

する措置を廃止する等の措置が講じられました（旧所令１の２③）。 

⑵ ＰＥ認定の人為的回避防止措置の導入 

① 建設ＰＥの期間要件について、契約を分割して建設工事等の期間を１年以下とすることにより建設

ＰＥを構成しないことがその契約の分割の主たる目的の一つであったと認められる場合には、正当な

理由に基づいて契約を分割したときを除いて、分割された期間を合計して判定を行うこととされまし

た（所令１の２③）。 

② その活動が非居住者等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものである場合に限り、保

管、展示、引渡しその他の特定の活動を行うことのみを目的として保有する場所等は、ＰＥに含まれ

ないものとされました（所令１の２④）。ただし、事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する非

居住者等と特殊の関係にある者（その個人又は法人との間に直接・間接の持分割合 50％超の関係そ

の他の支配・被支配の関係にある者をいいます（所令１の２⑨）。次の③において同じです。）が当

該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う等の場合において、当該事業を行う一定の場所

がその者のＰＥに該当する等の一定の要件に該当し、かつ、当該事業上の活動が一体的な業務の一部

として補完的な機能を果たすときの当該事業を行う一定の場所については、この適用はないこととさ

れました（所令１の２⑤）。 

③ 代理人ＰＥの範囲について、国内において非居住者等に代わって、その事業に関し、反復して契約

を締結し、又は一定の契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者で、これらの契約が非居住

者等の資産の所有権の移転等に関する契約である場合における当該者を加えるとともに、独立代理人

の範囲から、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わって行動する者を除

外することとされました（所令１の２⑦⑧）。 

⑶ 外国組合員に対する課税の特例（措法 41の 21）について、一定のＰＥ帰属所得で投資組合契約に基

づいて行う事業に係るＰＥに帰せられるものに対する所得税を非課税とする措置に改組された上、これ

に伴う所要の措置が講じられました（措法 41の 21①～③⑪）。 

 

３ その他 

⑴ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ＮＩＳＡ）（措法９の

８、37 の 14）について、非課税口座を開設しようとする居住者等は、金融商品取引業者等の営業所の

長に対し、非課税適用確認書等の添付を要しない非課税口座簡易開設届出書の提出ができることとされ

ました（措法 37の 14⑤一、措令 25の 13⑤二）。 

⑵ 国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の２分の１課税の特例が、その適用期限

（平成 30年３月 30日）の到来をもって廃止されました（旧措法 40の２②）。 


